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小中学校で働ける方の人材情報の提供について（お願い） 

 

時下、益々ご清祥のことと拝察申し上げます。 

日頃より、本市の教育活動に対しまして、深いご理解と温かいお力添えをい

ただいておりますことに、感謝申し上げます。 

現在、学校現場の多忙化により、全国的に教職員の人材不足が大きな課題と

なっていることから、マスコミ報道でも取り上げられておりますが、本市にお

いても同様な状況であります。 

主に、病気や出産で休暇に入る教職員の代替教職員、並びに特別支援学級等

の支援員などの確保が非常に厳しい状況にあり、授業の実施に大きな影響が出

てしまうことが懸念されます。 

以上のこと等を回避し、市内児童生徒の学びの保証のために、市教育委員会

として人材確保に努めてまいりたいと考えております。 

産休・育休等の代替教員や学習支援員（免許が必要）、特別支援学級支援員や

校内での見守りボランティア（免許は不要）などの立場で、学校教育現場にご

協力をいただける方がおりましたら市教育委員会へご連絡をくださいますよ

う、お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
山梨市教育委員会 

学校教育課 ２２－１１１１ 

【教員免許更新制が廃止となりました】 

更新制廃止の際（令和４年７月１日時点）に失効している教員免許状であっても、

再授与申請を行うことによって免許状を再取得できます。免許状が失効ではなく休眠

状態の方（旧免許状取得者で、学校現場で働いていない方）は、手続きの必要がありま

せん。詳しくは山梨県教育委員会のホームページをご覧ください。 

（https://www.pref.yamanashi.jp/gimukyo/menkyokoushin.html） 

 

https://www.pref.yamanashi.jp/gimukyo/menkyokoushin.html

